
兵庫県保険医協会歯科部会主催 第８回病院歯科懇談会 ご案内 

病院歯科の感染対策について意見交換しましょう 

～22 年 4 月歯科診療報酬改定ワンポイント解説も～ 

７月13 日(水)1８時～２０時（ZOOM 併用） 参加費無料 

会 場：兵庫県保険医協会会議室(元町駅東口下車南へ徒歩 7分フコク生命ビル 5階) 

「病院歯科における院内感染対策の現状と課題」 

特別ミニ講演：名古屋市立大学大学院 医学研究科 感覚器・形成医学講座 

口腔外科学分野教授  渋谷恭之先生 

コーディネーター  足立 了平 先生（協会副理事長・ときわ病院歯科口腔外科部長） 

報告者    川村 雅之 先生（協会副理事長）ほか参加病院から 

日々の歯科診療における感染対策、標準予防策の徹底、お疲れ様です。 

兵庫県保険医協会歯科部会では、今年も「第８回病院歯科懇談会」を開催します。当協会では、

2022年度診療報酬改定へ向けて、現場からの改善要望をお寄せいただき厚労省要請を重ねてきまし

た。しかし、今次改定においても極めて小幅な改定に終わりました。引き続き次回改定に向けて、

病院歯科の役割に見合った再評価と不採算とならない技術料などの大幅な引き上げを求めて要請し

てまいります。＜別紙のアンケートにご協力下さい＞ 

今回の歯科懇談会は、22年 4月歯科診療報酬改定を振り返りワンポイント解説、Ｐ治療など保険

請求についての話題提供と、名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分

野教授の渋谷恭之先生から病院歯科における感染対策について ZOOMでの特別ミニ講演をお願いしま

した。N95マスクや、ガウン交換のタイミング含め、ざっくばらんな意見交換を行いたいと思います。 

今回も現地参加に ZOOM併用で開催したいと思いますので、ご多忙とは存じますが、ぜひご参加下

さい。先生はもちろん、歯科衛生士、事務職員の皆さんもぜひご参加下さい。  【足立記】 

未入会の先生はこの機会にぜひご入会ください（入会金なし、月会費：勤務医 3000円）。 

お問合せは、兵庫県保険医協会歯科部会まで ℡：078-393-1809  FAX：078-393-1802  

兵庫県保険医協会歯科部会 第８回病院歯科懇談会（７/１３）参加申込書 

 

【ご来場による参加の方】  

医療機関名                              所在地               市・区・町  

電話                  氏名        （職種：歯 Dr DH 他） 

氏名        （職種：歯 Dr DH 他）氏名        （職種：歯 Dr DH 他） 

【Zoomによる参加の方】 ysng@doc-net.or.jp（事務局・吉永宛） 

Zoom で参加される場合は、メールの件名を「7/13 病院歯科懇談会 ZOOM 参加希望」、 

本文に①医療機関名②参加者氏名③電話番号④職種…を記載の上、7 月 11 日(月)までに

ysng@doc-net.or.jp へ送信して下さい。招待メールを返信させていただきます。 



兵庫県保険医協会歯科部会・病院歯科懇談会 アンケート 

厚労省要請の参考にさせて頂きます。ご意見お寄せ下さい。 締切７/8金 返信 FAX：078-393-1802. 

1. この 1年(2021年度)で新型コロナ感染拡大防止のために手術の中止、延期はありましたか。 

  Ａ．なかった  Ｂ．あった （ → 延期したことで病状が悪化した例 有・無 ） 

 

【2022年 4月歯科診療報酬改定、感染対策について】 

2. 歯初診の施設基準について、届出医療機関は、追加項目（標準予防策および新興感染症に対する対

策）の外部研修を再受講することとされ、初・再診料がそれぞれ 3点引き上げられました(病院は据

置)が、その引上げ財源には廃止された P基処（10点）があてられました 

参考：歯科初診料 261点→264点（未届施設：240点据置）、病院歯科初診料：288点据置 

① このことについて Ａ．評価できる    Ｂ．評価できない Ｃ．どちらともいえない 

② 改善点は     Ａ．届出は廃止すべき Ｂ．現状でよい  Ｃ．厳しくすべき  

 

3. コロナ禍で歯科治療でのクラスターが発生しなかったのは標準予防策に基づく感染予防を徹底して

きたからといわれているが、歯科外来等感染症対策実施加算（5点）が昨年 9月末で廃止、また、

乳幼児感染予防策加算（28点）も 22年 3月末で廃止されたことについて 

 Ａ．復活すべき  Ｂ．コロナ患者のみが対象の今のままで良い  Ｃ．知らなかった 

4. 保険請求が困難な点、「要改善」「不合理」と思われること、新設・評価してほしい項目をお教え下

さい。診療報酬改善を求める厚労省要請に反映させます。（〇印） 

① 初・再診料の大幅引き上げ   

② 初診の感染対策研修の定期受講の撤廃（特に病院勤務の歯科医師には不要では）  

③ 歯管の初診月 80点の減算の見直し 

④ 歯管の総合医療管理加算の施設基準が撤廃されたが、医科歯科併設病院であっても、ハイリス

ク患者に対する歯科治療について院内他科と連携した場合には算定できるようにすべき 

⑤ 周術期の管理について、手術等を実施する医科主治医からの文書依頼がなくても、手術予定を

確認できれば算定可能にしてほしい。 

⑥ 周計は、当該手術等に係る一連の治療を通じて 1回に限り算定できるが、一旦治療が終了し、

例えば半年経過でガンの転移再発等は、再度管理計画策定料を算定可能にすべき。 

⑦ 手術の同一術野の見直し  

⑧ 手術点数の大幅引き上げ  

⑨ 病診連携を進める観点から、歯科併設病院であっても一般歯科治療に関する歯科診療所からの

必要な訪問診療は認めること（一般治療や義歯などは多くの病院歯科では対応しないため）  

⑩ 歯科衛生士の評価引き上げ－病棟のベッドサイドで実施している肺炎予防のための口腔衛生処

置、口腔機能管理の点数新設  

⑪ MTAセメント、グラスアイオノマー光重合、スーパーボンドなどの材料使用時に赤字が出ない点

数設定 

⑫ ラバーダムの再評価  

⑬ マイナンバーカードを用いた電子的医療情報活用加算の廃止 

⑭ その他（                                                     

5. ① 感染対策費用についてご意見があればお寄せください。また、② 保険請求の困りごと、 

③  今後の病院歯科懇談会で学習・交流したい内容などご意見等お寄せ下さい。 

 

 

 

医療機関名（              ）ご氏名（              職種：   ） 


